
令和４年度事業計画 
 

１ 奨学金の給付 

当法人の定款及び奨学規程に基づき、次の区分により奨学金を給付する。 

（１）学資金の給付 

大学、高等学校、高等専門学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等

部及び専修学校等に在学する奨学生に学資金を給付する。 

（２）学用品購入費の給付 

（１）に掲げる学校以外の学校に在学する奨学生に学用品購入費を給付する。 

（３）入学一時金の給付 

（１）及び（２）に掲げる学校に入学する奨学生に、入学一時金を給付する。 

 

奨学生の人数 

 一般の災害に係る分 東日本大震災に係る分 合  計 

大学等 ３４人 ３８人 ７２人 

高等学校等 ２３人 １５人 ３８人 

中学校 １７人 １４人 ３１人 

小学校 ２０人  ７人 ２７人 

合  計 ９４人 ７４人 １６８人 

 

入学一時金給付の人数 

 一般の災害に係る分 東日本大震災に係る分 合  計 

大学等 ７人 ９人 １６人 

高等学校等 ３人  ４人 ７人 

中学校 ７人 ４人 １１人 

小学校 ２人 ０人 ２人 

合  計 １９人 １７人 ３６人 

 

 

２ 会報の発行 

会報「消防育英」を年２回発行して関係者に配布し、奨学生や保護者等への情報

提供及び相互の交流に努める。 

 

３ （公財）ＪＫＡ補助金の交付受諾及び要望申請 

令和４年度の補助金交付受諾及び令和５年度の補助金要望の手続き等を行う。 

 



４ 奨学生懇談会の開催 

小学校、中学校及び高等学校等に在学する奨学生及び保護者の参加を得て、相

互に交流し、充実した学校生活や将来の夢を語り合う機会を設け、健全な成長を支援

する。 

 

 

５ 消防育英会支援自動販売機の設置推進 

売上げの一部を消防育英会に寄付する「消防育英会支援自動販売機」の設置を引 

き続き推進する。 

 

 

６ 税額控除証明書の申請 

内閣総理大臣から証明を得ていた「税額控除に係る証明書」（平成 29 年 10 月 26

日付府益担第 969 号）の有効期限が令和 4 年 10 月 25 日までとなっていることから、

再証明を得るための申請を行う。 

 

 

７ 会議 

評議員会、理事会、奨学生選考委員会及び監事監査を、定款に基づき定時又は臨

時に開催し、本会事業の健全な推進を図る。 

 






